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１．雇用体系について
・埼玉県歯科医師会在宅歯科医療推進窓口に準じることとする。
・雇用者は郡市歯科医師会長
労働条件　（例）
	労働条件通知書
平成　年　月　日
　　様
○○○歯科医師会長

	雇 用 期 間
	平成　年　月　日から平成２７年３月３１日

	勤 務 場 所
	〒


	業 務 内 容
	平成２６年度地域在宅歯科医療推進体制整備事業

	賃　 金  等
	時間給　○，〇〇〇円
締切日　月末
支給日　２１日
交通費は別途定める

	就 業 時 間
	始業・終業の時間
始業　１０時００分・終業　１６時００分
休憩時間　　３０分（１２時００分～１２時３０分）

	勤　務　日
	

	休　　　日
	土曜日及び日曜日
国民の祝日に関する法律に規定する休日
１２月２９日から１月４日まで

	退　　　職
	自己都合による退職は、３０日前までに届けること。

	保      険
	労災保険

	そ  の  他
	この通知書にない事項については、埼玉県歯科医師会就業
規則および埼玉県歯科医師会在宅歯科医療推進窓口運営規則による。



２．具体的な業務内容
1 窓口業務（電話対応　機器整備　等）
2 病院でのアセスメント
3 その他地域在宅歯科医療推進拠点が実施する業務の補助

３．歯科衛生士募集について
各郡市会の必要に応じて埼玉県歯科医師会がおこなう。

４．就業規則について
埼玉県歯科医師会就業規則作成ガイドに準じて作成する。














就業規則　（例）
第1章総 則
第1条 この規則は、〇〇郡市歯科医師会の従業員の就業に関する事項を定めたものである。
 2.この規則に定める事項のほか、従業員の就業に関する事項は、労働基準法その他の法令の定めるところによる。
第2条 この規則で従業員とは、第2章に定めるところにより〇〇郡市歯科医師会に採用された者をいう。
第3条〇〇郡市歯科医師会および従業員は、この規則を遵守し、相互に協力して〇〇郡市歯科医師会および医療の発展に努めなければならない。

 第2章採 用
第4条〇〇郡市歯科医師会は、就職を希望する者の中から選考に合格した者を従業員として採用する。
第5条 あらたに採用した者については、採用の日から3ヵ月間を試用期間とする。
 ただし、特殊の技能または経験を有する者には、試用期間を設けないことがある。
 2.試用期間中または試用期間満了後、引き続き従業員として勤務させることが不適当と認められる者については、第7章の手続きに従い解雇する。
 3.試用期間は勤続年数に通算する。
第6条 採用希望者は、次の書類を提出しなければならない。
  (1) 履歴書、写真、家族調書
  (2) 住民票記載事項証明書(本籍地記載のないもの)
  (3) 卒業成績証明書
  (4) 保証人連署の誓約書および身元保証書
  (5) 特殊技能を証明するもの
  (6) 健康診断書

第3章 勤務(勤務時間、休暇、休職、退職)
第7条 勤務時間は、休憩時間を除き原則として1週○時間、1日○時間とする。 第8条 始業時間、就業時間は次のとおりとする。 
始 業 終 業 休 憩 
時　分 から　４時　分まで 
第9条 〇〇郡市歯科医師会の都合により、前条の始業および終業時間を変更することがある。
第10条 業務の都合により出張を命ずる場合は旅費を支給する。 
第11条 業務の都合により所定時間外に勤務させることがある。 
第12条 休日は次のとおりとする。 
(1) 日曜日(法定休日) (2) ( )曜日(注、週休2日制でもう1日の休日) (3) 年末年始(12月 日~:1月 日) (4) 国民の祝祭日  
第13条 勤務上必要がある場合、第12条の休日に勤務を命ずることがある。 
第14条 従業員は出勤、退勤の場合は、次の事項を守らなければならない。 
  (1) 始業時刻以前に出勤し、業務に適する服装を整えるなど勤務の準備をしておくこと。
  (2) 出勤の際は、本人自ら所定の方法により、出勤の事実を明示すること。
　(3) 退勤は、機器、什器備品、治療材料などを整理格納した後に行なうこと。 2.次の各号の1に該当する従業員に対しては、出勤を禁止し、または退職を命ずることがある。
  (1) 風紀秩序をみだし、または衛生上有害と認められる者
  (2) 業務を妨害し、もしくは〇〇郡市歯科医師会の秩序をみだし、またはそのおそれのある者
  (3) その他〇〇郡市歯科医師会が必要ありと認めた者
第15条 従業員は、出勤および退勤の場合において、日常携帯品以外の品物を持ち込みまたは持ち出そうとするときは、〇〇郡市歯科医師会会長の許可を受けなければならない。 
第16条 従業員は、休憩時間を自由に利用することができる。ただし、外出する場合は、所定の者の許可を受けなければならない。
2.従業員は休憩時間終了後、勤務に支障のないよう務めなければならない。 
第17条 従業員は、欠勤しようとするときは、事前に〇〇郡市歯科医師会会長へ届け出なければならない。ただし、やむを得ない事由により事前に申し出ることができなかった場合は、終業時間までに電話などにより届け出ること。 
第18条 始業時間に遅れた場合は遅刻とする。 
第19条 従業員は、やむを得ない私用により早退または外出しようとするときは、〇〇郡市歯科医師会会長の許可を受けなければならない。 
第20条 〇ヵ月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した者に対し、〇日の年次有給休暇を与える。以後〇年を超える毎に〇日又は〇日を加算し、最高〇日(就業規則 別表〇)とする。ただし、週所定労働日が〇日未満で週所定労働時間が〇時間未満の者は就業規則別表〇による。 
第21条 従業員より年次有給休暇の請求があった場合、それが特別の事情により事業の正常な運営を妨げる場合,他の時期に変更させることがある。 
第22条 産前産後の休暇 (1) 出産予定前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内の女子従業員が休業を請求した時及び産後8週間を経過しない女子従業員に対しては出産翌日から56日 間の休暇を与える。但し産後6週間を経過し本人が就業を申し出た場合はこの限りではない。 
(2) 前項の休暇は無給とする。 
第23条 生理休暇 
女子従業員に対して生理日の就業が著しく困難である者に対しては、生理休暇を与える。生理休暇は無給とする。
第24条 従業員が次の各号の1に該当するときは、その項に定める特別休暇を与える。 (注、原則として無給の取り扱いである。日数は例である。) 
(1) 本人の結婚の場合
(2) 子女結婚の場合
(3) 父母、配偶者ならびに子女が死亡した場合
(4) 祖父母、兄弟姉妹、孫および配偶者の父母が死亡した場合
(5) 4親等以内の親族姻戚が死亡した場合
7日間以内
3日間以内
7日間以内
3日間以内
1日間以内
(6) その他前各号に準じ、〇〇郡市歯科医師会が必要と認めたとき 必要と認めた期間 
第25条 従業員が勤務時間中に選挙権の行使、その他公民としての権利を行使するため、あらかじめ申し出た場合は、その必要な時間を与える。ただし、権利の行使を妨げない限度において、その時刻を変更することがある。 
第26条 従業員が次の各号の1に該当した場合は休職とする。 
(1) 業務外の傷病により欠勤〇ヵ月以上にわたる場合 
(2) 前号の他、特別の事情があって休職させる必要を認めた場合
 2.休職期間は事情によって、そのつど〇〇郡市歯科医師会会長が決定する。
第27条 従業員が次の各号の1に該当するに至ったときは、その日を退職日として従 業員の資格を失う。 
(1) 死亡したとき (2) 期間を定めて雇用した者の雇用期間満了のとき (3) 本人の願い出により退職が認められたとき、または退職願提出後、14日間を経過したとき
第28条 従業員が自己の都合により退職をしようとするときは、少なくとも30日前までに退職願を提出しなければならない。
 2.退職願を提出した者は、○○郡市歯科医師会の承認があるまでは従前の業務に服さなければならない。ただし、退職願提出後14日を経過した場合は、この限りではない。 
第4章 服務規律 
第29条 従業員は、この規則に定めるものの他、〇〇郡市歯科医師会会長の指揮命令に従い、自己の業務に専念し、業務能率の向上に努めるとともに、たがいに協力して、〇〇郡市歯科医師会の秩序を維持しなければならない。 
第30条 従業員は、常に次の事項を守り、服務に精励しなければならない。 (1) 常に健康に留意し、明朗溌刺たる態度で勤務すること。 (2) 自己の職務上の権限をこえて専断的なことを行なわないこと。 (3) 常に品位を持ち、〇〇郡市歯科医師会の名誉を害し信用を傷つけるようなことをしないこと。 (4) 〇〇郡市歯科医師会の業務上の機密および医院の不利益となる事項を他にもらさないこと。 (5) 〇〇郡市歯科医師会の什器備品、消耗品、薬品材料を丁寧に扱い節約に努めること。 
(6) 〇〇郡市歯科医師会の設備、備品、その他の品物をムダに使用しないこと。 (7) 整理整頓に努め、常に清潔に保つこと。  
(8) 職務に関し、不当な金品の借用または贈与の利益を受けないこと。
(9) 勤務時間中はみだりに職場をはなれないこと。
(10) 職場の風紀秩序を乱さないこと。
第5章賃 金
第31条 従業員の給与は、別に定める給与規程により支給する。 
第32条 退職金は、別に定める退職金規程により支給する。 
第33条 従業員の慶弔、罹病、災害の際は、それぞれ祝金、見舞金、または香料を支給する。 
第6章 表彰・制裁
第34条 従業員が次の各号の1に該当する場合には、そのつど審査のうえ表彰する。 
(1) 品行方正、技術優秀、業務熱心で模範と認められる場合 (2) 災害を未然に防止し、または災害の際、特に功労のあった場合 (3) 永年にわたり無事故で継続勤務した場合(4) 前各号に準ずる程度の善行または功労があると認められる場合
2.前項の表彰は、賞状・賞品または賞金を授与して行なう。
第35条 従業員が次の各号の1に該当する場合には、次条の規定により制裁を行なう。 
(1) 重要な経歴をいつわり、その他不正手段によって入職したとき 
(2) 本規則にしばしば違反するとき 
(3) 素行不良で勤務に支障が認められたとき 
(4) 故意に業務の能率を阻害したとき
(5) 業務上の怠慢で災害事故をひき起こしたとき
(6) 正当な理由なく、しばしば遅刻、欠勤したとき
(7) 許可なく〇〇郡市歯科医師会の物品を持ち出し、または持ち出そうとしたとき
(8) 〇〇郡市歯科医師会の名誉信用を傷つけたとき
(9) 〇〇郡市歯科医師会の秘密をもらし、またはもらそうとしたとき
(10) 許可なく在籍のまま他人に雇用されたとき
(11) 〇〇郡市歯科医師会会長の指揮命令に反したとき
(12) 前各号に準ずる程度の不都合な行為をしたとき 
第36条 制裁は、その情状により次の区分により行なう。 
(1) 訓戒 口頭または始末書をとり将来を戒しめる。 (2) 減給 〇回の額が平均賃金の〇日分の半額、総額が〇ヵ月の賃金の〇分の〇の範囲で行なう。(3) 出勤停止〇7日以内出勤を停止し、その期間中の賃金を支払わない。(4) 懲戒解雇 所轄労働基準監督署長の解雇予告除外認定を受けた場合、予告期間を設けることなく解雇する。その場合、退職金は支給しない。 
第7章解 雇
第37条〇〇郡市歯科医師会は、次の各号に掲げる場合に、従業員を解雇することがある。 (1) 従業員が身体または精神の障害により、業務に耐えられないと認められる場合(2) 従業員の勤務能率が著しく低下した場合(3) 従業員の就業状況が著しく不良で就業に適しないと認められる場合(4) その他○○郡市歯科医師会の都合によりやむを得ない事由がある場合
第38条 前条により解雇する場合は、次に掲げる者を除き〇日前に本人に予告し、ま たは労働基準法に規定する平均賃金30日分に相当する予告手当を支給して行なう。 この場合において、予告の日数は、平均賃金を支払った日数だけ短縮することがで きる。 
(1) 日日雇用する者(引き続き〇日を超えて使用した者を除く) (2) 〇ヵ月以内の期間を定めて雇用した者(所定の期間を超えて使用した者を除く) (3) 試用期間中の者(採用後〇日を超えた者を除く) 
2.労働基準法第19条の規定を遵守する。 「労働基準法第19条で、解雇してはならない期間を次のように規定している。 
1.労働者が、業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及び その30日間 
2.産前産後の女子が休業する期間及びその後30日間 但し、次の場合はこの限りでない。 
1.打切補償をした場合
  2.天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合(行政官庁の認定が必要)」 
第8章雑 則
第39条 従業員が、故意または重大な過失によって医院に損害を与えた場合は、その 全部または一部を賠償させる。ただし、これによって第36条の制裁は免れるもので はない。 
第9章附 則
第40条 この就業規則は平成 年 月 日から実施する。 第41条 この就業規則を改正する場合には、従業員代表の意見をきいて改正する。 




